
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 123,340 46,539 9,742 67,059

障 害 者 福 祉 事 業 339,470 248,317 11,563 79,590

高 齢 者 福 祉 事 業 108,404 942 14,052 11,849 81,561

児 童 福 祉 事 業 282,581 202,531 75 10,145 69,830

母 子 福 祉 事 業 9,134 625 49 1,073 7,387

小　　　　　計 862,929 498,954 14,176 44,372 305,427

介 護 保 険 事 業 288,512 24,576 33,480 230,456

国民健康保険事業 93,477 50,500 5,452 37,525

後期高齢者医療事業 232,168 41,363 24,203 166,602

小　　　　　計 614,157 116,439 63,135 434,583

疾病予防対策事業 76,481 5,335 21,242 6,330 43,574

健康増進対策事業 8,593 2,626 389 708 4,870

病 院 対 策 事 業

小　　　　　計 85,074 7,961 21,631 7,038 48,444

1,562,160 623,354 35,807 114,545 788,454

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は

　社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　令和６年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 114,545 千円

1,562,160 千円

　（歳入）
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